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厚生労働省　第１次回答

制度の所管･関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

現行制度では、医師以外の者を所長に充てる場合は、２年以内の期間（やむを得ない理由があれば２年の

延長可）に限られているが、その期間をさらに延長し、最大10年間、医師以外の者でも保健所長になれるよう

規制を緩和すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

　平成16年の国における「保健所長の職務の在り方に関する検討会」の議論を踏まえ、保健所長の医師資

格要件の特例が認められた。しかし、当時と比べて公衆衛生医師の採用は大変厳しくなっており、本県にお

いては、１人の保健所長が２か所の保健所長を兼務する事例が生じている。複数保健所の兼務は、健康危

機管理上や対外的に適切なものではなく、地域保健の水準が低下してしまう恐れも懸念される。

　また、平成16年に26名いた本県の公衆衛生医師は、現在は17名まで減少しており、平均年齢は55.1歳と、

今後10年間で約半数以上の職員が定年退職となる。そのため、医学系雑誌への求人広告掲載や、厚労省

への医師派遣依頼等の様々な求人活動を実施しているが、採用は１名程度である。

　今後も、幅広い視点から強力に採用活動を行っていくが、若手医師を採用できたとしても保健所長となるに

は、10年程度の実務経験が必要になる。そこで、複数名の公衆衛生医師の確保及び育成ができるまでは、

医師以外の者を保健所長に充てていかざるを得ないと考えており、そのために最大10年間、保健所長にな

れるよう規制を緩和することが必要である。

【支障事例】

　医師以外の者を所長に充てる場合は、地域保健法施行令第４条第２項により２年以内の期間（やむを得な

い理由がある場合は１回に限り２年の延長が可能）に限られているため、養成訓練期間に見合わないことや

４年後の処遇が問題になるなど、人材活用が困難である。

　本県において、専門職の保健所長の登用も検討したが、４年後の異動先も同時に考えた結果、課所長級

の専門職の異動先がなかったため、登用を見送った例がある。

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

保健所長の医師資格要件の特例の期間延長

提案団体 埼玉県

管理番号 58

根拠法令等

地域保健法施行令第４条

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

通番20
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　地域保健法施行令第４条第２項において保健所長の医師資格要件の例外規定については、地方分権改

革の議論を受けて、有識者等からなる検討会の結果を踏まえた要件緩和措置として、平成16年度に設けら

れたものである。これは、医師の確保の施策の実施に最大限努力したにもかかわらず、確保ができない場合

において、２年以内の期間を限り（やむを得ない理由があるときは１回に限り延長可）、一定の条件を満たす

場合には、医師以外の地方公共団体の職員をもって保健所長とすることを例外的に認めているものである。

　保健所長は、多岐にわたる専門分野について統括する立場として、医療、公衆衛生等に幅広い知見を有

するとともに、感染症対策などの緊急的な対応を要する際に、科学的かつ医学的見地から速やかに的確な

意思決定並びに医療機関をはじめとする関連施設との連携を図る必要があること等から、医師であることを

要件としているところ。

　提案団体の例示する支障事例については、医師以外の者を所長にあてる場合における処遇等の課題であ

り、提案団体固有の事情であると考えられるが、昨今の新型インフルエンザ、MERS、エボラ出血熱等の新興

感染症の発生等、住民に対して多大なる危機管理案件もある状況を踏まえると、保健所の業務の質と機能

を高く保つためにも保健所長が医師である必要性が依然として高いことから、保健所長の医師資格要件の

例外規定について更なる規制緩和は行うべきではないと考える。

　提案団体は、若手医師が保健所長になるまでに10年程度の実務経験が必要としているが、地域保健法施

行令第４条第１項により、医師であって３年以上の実務経験があれば保健所長の要件を満たすことが可能で

あるとしている。これは、医師が大学医学部における６年間の専門的教育を受け、国家試験に合格して医師

の資格を取得したものであることを踏まえると、公衆衛生の行政実務経験を３年以上積んでいれば、保健所

長としての知識・技能を満たすものと判断しているからである。なお、医師数については増加傾向にあるほ

か、医学部の定員についても、平成20年度以降に増加しているところであり、従前よりも採用環境は一定程

度改善傾向に向かうものと考えられる。

各府省からの第１次回答
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厚生労働省　第１次回答

制度の所管･関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

　地方への移住促進と空き家の解消を図るため、売買・賃貸することを前提としている空き家物件への短期

居住については、旅館業法の許可の対象外とする。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障事例】

　地方への移住希望者が、地域の文化・伝統、生活習慣を実体験するために、数日から数週間単位の短期

間で、お試しで移住を希望するニーズがあり、市として移住のための環境整備に取り組んでいる。一方、本

市には居住の用に適した状態の空き家が約2,000件存在する。

　現行制度において空き家を短期間賃貸に供する場合、旅館業法上の簡易宿所営業とみなされる可能性が

あり、同法に基づく施設構造基準、衛生措置基準など一般住宅とは異なる改修等が必要となることから、改

修費用や改修後の売買価値の低下等の問題により、短期間賃貸に供することが困難になる。

　また、宿泊営業を最終的な目的としていない空き家の所有者に対し、旅館業法の許可申請を課すことも、

空き家の利活用を妨げる要因となっている。

【制度改正の必要性と効果】

　空き家は、過去に居住の為に利用されており、最低限度の衛生を確保する設備は備えられている。また、

売買・賃貸を検討している者からの利用を想定すれば、通常の旅館業と異なり、不特定多数の者が反復して

利用することは考え難い。したがって、売買等の前提として空き家を短期間賃貸させる場合については、旅

館業法の許可は不要であると考えられる。　

　これにより、移住希望者のニーズに応えることが可能となり、移住・定住を促進するとともに、空き家の解消

にも繋がる。

【懸念の解消策】

　空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、各自治体において登録制度を創設することにより、対象

を売買等を目的とした空き家に限定し、通常の宿泊営業目的の物件を除外することが可能である。

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

空き家の利活用における旅館業法の規制緩和　

提案団体 福井市

管理番号 5

根拠法令等

旅館業法第３条第１項

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

通番１
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　御提案の事業が「宿泊料を受けて、不特定多数の者が反復継続して、人を宿泊させるもの」に該当しない

事業であれば、旅館業法の適用は受けないと解するが、提示いただいている事業概要からは、それを確認

することはできない。

各府省からの第１次回答
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厚生労働省　第１次回答

制度の所管･関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

都市・農村交流を目的に農村が「地域」で都市住民等を受け入れて農家に宿泊させる農家民泊（※）の場

合、旅館業法の適用を除外する。

※教育等を目的として実施される農林家で生活を体験させるための宿泊（ホームステイ）。農村余暇法で定

める「農林漁業体験民宿業」ではない。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障事例】

　農村余暇法の農家民宿は、あくまで「旅館業」であり、地域ぐるみの手作り感のある宿泊体験を提供するに

至っていない。 一方で、教育旅行等を対象にし、農林業体験を伴う宿泊は「農家民泊」として実施されてい

る。農家民泊は旅館業法の営業許可を取得していないため、宿泊経費を徴収することができず、体験料とし

て徴収している。例えば、シーツのクリーニング代等を受領すると宿泊の対価を得ることとなり、旅館業法の

営業許可が必要となる。しかし、旅館業法の営業許可を得ることは、農林業体験の提供を主目的とした農家

民泊の実施者にとって、申請行為自体の事務手続き負担が大きいため、特定の者しか取り組むことができ

ず、都市農村交流や子どものたちの一時滞在型農山村交流・体験学習拡大の大きな障害となっている。市

町村からの要望あり。

【提案実現の効果】

　農家民泊実施者が宿泊経費を得られるようになり、地域協議会(※）を中心に、農家民泊について地域全体

で継続した取り組みが可能となり、都市農村交流の発展が期待できる。

【懸念の解消策】

　旅館業法第３条第１項の適用除外は、地域協議会が受け付ける教育旅行（公共性が高い）として実施され

る農家民泊を想定し、旅館業法の営業許可を受け個人が自由に営業を行う農家民宿、民間旅館とは競合し

ないと考える。また、同協議会が安全・衛生面に関するガイドラインを作成することで、安全・衛生面に配慮し

た農家民泊を実施できるものと考える。

※農家民泊等の実施を通じて都市農村交流を推進するために、市町村、地元商工会、地元旅館業組合及び

その他協力団体等で構成する協議会（現在は任意団体）。事業実施に当たって、申込受付、農家民泊実施

者との調整などを行っている。

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

都市農村交流等を目的とした農家宿泊体験における旅館業法の適用除外

提案団体   群馬県、福島県、新潟県

管理番号 204

根拠法令等

旅館業法第３条第１項

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

通番１
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　宿泊料を受けて、事業を実施するのであれば、旅館業法に基づく営業許可を受けて実施する必要があると

考えるが、体験学習の更なる推進の観点から、農林漁業体験民宿業の受入先の拡大については、農林漁

業者以外でも自宅の一部を活用して宿泊サービスを提供する場合には、簡易宿所の客室延面積33㎡以上

の条件を適用除外とするよう検討し、必要な措置を行うことが規制改革実施計画（平成２７年６月３０日）にお

いて決定されたところであり、これにより農林漁業体験民宿業の推進を図っていくこととしている。

各府省からの第１次回答
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厚生労働省　第１次回答

制度の所管･関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

旅館業法においては、特例として、農林漁業者が農林漁業体験民宿業を行う場合に限り、客室面積が33平

方メートル未満であっても営業を認めているが、農林漁業者以外の者が「農山漁村滞在型余暇活動のため

の基盤整備の促進に関する法律」に規定する農林漁業体験民宿業を行う場合も、この特例措置が適用され

るよう適用要件を緩和すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【提案の経緯・事情変更】

　非農林漁業者が簡易宿所を開設する場合は、旅館業法に基づき、簡易宿所営業施設の構造基準（客室延

べ床面積33㎡以上）を満たす必要があるが、農村余暇法では農林漁業者は客室延べ床面積33㎡未満で

あっても農林漁業体験民宿の開設が可能となっている。

　農山漁村においては、高齢化等により人材が不足している状況にあるため、農林水産省においては、非農

業者等の農業参入を促進するため各種規制緩和を進めているが、旅館業法においては、客室面積に係る特

例を農林漁業者のみに限定していることから、非農林漁業者が古民家等を活用して農林漁業体験民宿業を

行う上で障害になっており、非農林漁業者の参入が進みにくい状況にある。

【支障事例等】

　本県では、ある島に移住してきた方が漁業組合などと連携し、島のガイドとして魅力の発信に取り組んでい

るが、高齢化した居住者から空き家の活用について相談を受け、ゲストハウスとして体験民宿を行おうとした

ところ、当該島の空き家は小さいところも多く、体験民宿として活用するためには、客室要件を満たすことが

できなかったという事例がある。

【効果・必要性】

　農林漁業者に限らず、多様な主体が古民家等を活用して、都市住民等に対し、農山漁村に滞在しつつ、農

林漁業の体験その他農林漁業に対する理解を深める余暇活動の機会を提供することにより、都市農村交流

等を通じた地域活性化を図ることが可能となる。

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 環境・衛生

提案事項
（事項名）

非農林漁業者が農林漁業体験民宿業を行う場合においても旅館業法施行令及び施行規則の特

例措置が受けられるよう適用要件の緩和

提案団体 兵庫県、滋賀県、関西広域連合

管理番号 269

根拠法令等

旅館業法第5条1項4号

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

通番１
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　規制改革実施計画（平成２７年６月３０日）において、平成２７年度までに、体験学習の更なる推進の観点か

ら、農林漁家民宿の受け入れ先を増やすべく、農林漁業者以外でも自宅の一部を活用して宿泊サービスを

提供する場合には、簡易宿所の客室延面積33㎡以上の条件を適用除外とするよう検討し、必要な措置を行

うこととされている。

　本提案は、上記計画に含まれるものであるため、上記計画に基づく検討の中で検討することとなる。

各府省からの第１次回答
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国土交通省　第１次回答

求める措置の具体的内容

国土利用計画法に基づく府県の土地利用基本計画について、策定義務や策定に係る国への事前協議を見

直すことを求める。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

国土利用計画法に基づく土地利用基本計画の策定・変更に当たって実施する事前協議については、「国の

土地利用に係る施策をも拘束するもの」で「国の政策との関係で調整を行う必要がある」、「国との調整は、

異なる土地利用相互間でどのような土地利用が適当かを総合的な観点から協議するもの」とのことである

が、国において一定の指針を示し、その範囲内での策定・変更とすることで足りるものである。地方の自主

性・主体性を尊重し、地方の自己責任による計画策定とするためにも、協議事項とせず、事後報告等とすべ

きである。

現在、土地利用基本計画については、昨年の提案募集を受け、「運用の実態を把握した上で論点を整理し、

必要な措置を講ずる」とされ、制度の運用の見直しを進められようとしているが、地域の実情に応じ、地域の

特性を生かすため、地方公共団体の自主的かつ主体的に取り組む、“地方創生時代の体系へ”運用の見直

しをすべきである。

【支障事例】

府県の土地利用基本計画については、「各種の土地利用計画を相互に有機的に連携せしめることにより、総

合的な土地利用計画体系の確立を図ることとしている」とのことであるが、実態は個別規制法の地域・区域

に合わせたものにすぎず、現在の計画は形骸化している。

具体的には、森林の林地開発許可後、それに合わせる形で森林地域を見直す審議を国土審議会で行った

際、委員から不毛、形骸化だとの意見が出たこともあり、これを受けて森林のみ審議とせず報告案件とした

ケースがある。森林地域の変更については、個別規制法における変更済み案件を審議している状況であ

る。

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く）

提案事項
（事項名）

国土利用計画法に基づく土地利用基本計画策定の見直し

提案団体 関西広域連合、(共同提案)  滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県

管理番号 10

根拠法令等

国土利用計画法第9条第10項・第14項

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

制度の所管･関係府省

国土交通省

通番15
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　「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」として、「土地利用基本計画（９条）については、運用の

実態を把握した上で論点を整理し、必要な措置を講ずる。」とされているところ、当省としては、まず本年６月

に複数の都道府県を対象に運用実態に係るヒアリング行ったところである。今後は、より網羅的に運用実態

を把握するため、本年７月から８月にかけて全都道府県に対してアンケートを実施する予定。

　さらに、本年夏に国土利用計画が改定されることを踏まえ、計画を推進する方策としての土地利用基本計

画制度のあり方について、上記により把握された運用実態に基づき、本年秋に都道府県の土地利用担当部

局等をメンバーとする検討会を立ち上げて論点整理を行う予定であるが、今般、土地利用基本計画に係る国

への事前協議の廃止について要望を頂いたことから、同検討会において併せて検討してまいりたい。

　事前協議については、検討会において一定の方向性が得られれば、全都道府県及び関係府省庁の意向

を確認したうえで、国土利用計画法の改正の要否について検討してまいりたい。

各府省からの第１次回答
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国土交通省　第１次回答

求める措置の具体的内容

国土利用計画法に基づき都道府県が土地利用計画（計画図）を変更する際に義務付けられている国土交通

大臣への協議を廃止し、事後報告へ変更する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

　国土利用計画法第９条第14項の規定により、都道府県が策定する土地利用基本計画の変更は、国と協議

を要することとされている。

　計画書の変更については、協議の必要性を理解するが、計画図の変更(都市計画見直しに伴う都市地域

の拡大又は縮小、市街化区域編入を伴う農業地域の縮小等）については、各個別規制法において、協議不

要若しくは、事前に国の関係機関との調整が完了し、重複した手続きとなっており、特に平成23年度以降協

議は書面の送付のみとなり、変更内容について国土交通大臣と調整したことはなく、形式的なものとなってい

るため、協議事項ではなく、簡易な資料による事後報告事項とすべきである。

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く）

提案事項
（事項名）

都道府県の土地利用基本計画の変更に係る国土交通大臣への協議の事後報告への変更

提案団体 栃木県

管理番号 110

根拠法令等

国土利用計画法第９条第14項

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

制度の所管･関係府省

国土交通省

通番15
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　「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」として、「土地利用基本計画（９条）については、運用の

実態を把握した上で論点を整理し、必要な措置を講ずる。」とされているところ、当省としては、まず本年６月

に複数の都道府県を対象に運用実態に係るヒアリング行ったところである。今後は、より網羅的に運用実態

を把握するため、本年７月から８月にかけて全都道府県に対してアンケートを実施する予定。

　さらに、本年夏に国土利用計画が改定されることを踏まえ、計画を推進する方策としての土地利用基本計

画制度のあり方について、上記により把握された運用実態に基づき、本年秋に都道府県の土地利用担当部

局等をメンバーとする検討会を立ち上げて論点整理を行う予定であるが、今般、土地利用基本計画に係る国

への事前協議の廃止について要望を頂いたことから、同検討会において併せて検討してまいりたい。

　事前協議については、検討会において一定の方向性が得られれば、全都道府県及び関係府省庁の意向

を確認したうえで、国土利用計画法の改正の要否について検討してまいりたい。

各府省からの第１次回答
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国土交通省　第１次回答

求める措置の具体的内容

国土利用計画法に基づき，都道府県が土地利用基本計画を策定・変更する際に義務付けられている国土交

通大臣への協議を廃止し，意見聴取へ変更する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

　土地利用基本計画を定める場合，あらかじめ国土交通大臣と協議することになっているが，計画策定・変

更に時間を要している（H25計画変更時には，国への協議を行ってから回答を得るまでに約1か月を要し

た。）。

　協議を廃止して意見聴取に変更することにより，現在の処理手順（①市町意見聴取→②国との事前調整→

②審議会諮問→④国への協議）における④の廃止となり，約1か月間の期間短縮が図られる。

　なお，同様の提案を昨年度行ったところ，対応方針では「提案の趣旨を踏まえ対応」と整理されたが，その

内容は，「過去の国と都道府県との協議における国の指導事項等，計画変更に当たって有益な情報を地方

公共団体に提供するなど，国と都道府県の協議の円滑化を図る」といった運用の改善に留まるもので，本県

が求める国土交通大臣への協議に要する期間の短縮化にはつながらないと考える。

【懸念の解消】

　国は，協議を行う理由として，個別規制法の地域・区域には，国の権限・関与に係るものが多く（都市計画

や農業地域に係る大臣協議など），あらかじめ調整が必要であることなどを挙げている。

　事前調整が必要であることには異論ないが，都市計画決定等の事務が自治事務化され，用途地域等，都

市計画決定の権限が移譲されるなど，土地利用基本計画の変更の中で最も件数が多い都市計画の分野で

権限を有している関係市町との調整は意見聴取で対応していることから，同様に，国との調整も意見聴取で

担保できるものと考える。具体的には，意見照会を受けた国土交通省が，関係省庁に意見照会を行い，取り

まとめ結果を都道府県に回答する制度を想定している。

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く）

提案事項
（事項名）

土地利用基本計画の策定・変更に係る国土交通大臣への協議の意見聴取への変更

提案団体 広島県

管理番号 213

根拠法令等

国土利用計画法第9条第10項，第14項

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

制度の所管･関係府省

国土交通省

通番15
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　「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」として、「土地利用基本計画（９条）については、運用の

実態を把握した上で論点を整理し、必要な措置を講ずる。」とされているところ、当省としては、まず本年６月

に複数の都道府県を対象に運用実態に係るヒアリング行ったところである。今後は、より網羅的に運用実態

を把握するため、本年７月から８月にかけて全都道府県に対してアンケートを実施する予定。

　さらに、本年夏に国土利用計画が改定されることを踏まえ、計画を推進する方策としての土地利用基本計

画制度のあり方について、上記により把握された運用実態に基づき、本年秋に都道府県の土地利用担当部

局等をメンバーとする検討会を立ち上げて論点整理を行う予定であるが、今般、土地利用基本計画に係る国

への事前協議の廃止について要望を頂いたことから、同検討会において併せて検討してまいりたい。

　事前協議については、検討会において一定の方向性が得られれば、全都道府県及び関係府省庁の意向

を確認したうえで、国土利用計画法の改正の要否について検討してまいりたい。

各府省からの第１次回答
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経済産業省　第１次回答

求める措置の具体的内容

　LPガス新型バルクローリ※１について、民生用は液石法※２の充てん設備の許可を受け、工業用は高圧

ガス保安法（高圧法）の移動式製造設備の許可を受けて使用されているが、適用される技術基準は同等で

あり、一部の規定は液石法が優先して適用されることから、高圧法の許可を不要とする。

　具体的には、新型バルクローリについて液石法の許可を受ければ、高圧法の許可を受けたものとみなす規

定を液石法又は高圧法に規定する制度改正を提案する。

※１　LPガスをタンクに充てんするためのポンプを有するタンクローリで、一定の安全装置等を備えるもの

※２　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【提案理由、規制緩和の必要性】

　LPガスの新型バルクローリは、主に民生バルク貯槽（アパート、飲食店等）に供給されており、この場合、液

石法の許可（第37条の4第1項）を受けて使用されている。一方、工業用（工場等への供給）に使用する場合

は、別途、高圧法の許可（第5条第1項）が必要とされている。しかし、実質的には、いずれの場合も新型バル

クローリは液石法の規制の下で安全に使用されており、十分保安が確保されている。

　このため、新型バルクローリについて液石法の許可を受ければ、高圧法の許可を受けたものとみなす規定

を液石法又は高圧法に規定する制度改正を提案する。

【具体的な支障事例】

　事業者は、高圧ガス保安法に基づく申請の手数料20,100円（許可申請及び完成検査）及び申請書の作成

（Ａ４紙ファイル１冊分）が負担となっている。

【期待される効果】

　手続きの１本化による事業者負担の軽減

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

LPガス新型バルクローリに係る高圧ガス保安法上の許可を受ける義務の廃止

提案団体 富山県

管理番号 64

根拠法令等

液石法第37条の4第1項

高圧ガス保安法第5条第1項（又は第14条第1項）

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

制度の所管･関係府省

経済産業省

通番27
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　本件（新型バルクローリを使用して充てんする場合）にあっては、高圧法に基づく許可の要件は、複数の容

器を設置している容器置場での充てん作業が想定されるため、液石法の要件と同等ではなく、「液石法の許

可を受ければ、高圧法の許可を受けたものとみなす」ことはできないが、許可申請に当たり高圧法と液石法

とで重複する添付書類については、事務処理を軽減する方向で検討したい。

各府省からの第１次回答
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経済産業省　第１次回答

求める措置の具体的内容

　高圧ガス保安法の「第二種製造者」として届け出た「一定規模のコールドエバポレータ」については、同法

の「第二種貯蔵所」としての届出は不要とする。

　具体的には、帳簿の記載・保存義務を第二種製造者に課すとともに、コールドエバポレータについて第二

種製造者の届出をもって第二種貯蔵所の届出とみなす規定を高圧ガス保安法に規定することを提案する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【提案理由、規制緩和の必要性】

　次の規模に該当するコールドエバポレータは、事業者に「第二種製造者」（高圧ガス保安法第5条第2項第1

号）、「第二種貯蔵所」（第17条の2第1項）の２つの届出義務があるものの、第二種製造者と比較し、第二種

貯蔵所に追加的に適用される規制が帳簿の記載・保存義務（第60条）のほかはなく、両方について届け出る

ことは、事業者にとって手続きが煩雑であり、負担が大きい。

　このため、帳簿の記載・保存義務を第二種製造者に課すとともに、第二種製造者の届出が必要となる第二

種貯蔵所については第二種製造者の届出をもって第二種貯蔵所の届出とみなす規定を高圧ガス保安法に

規定することを提案する。

■処理能力　１日30㎥以上100㎥未満（比較的安全な不活性ガスの場合は１日30㎥以上300㎥未満）

■貯 蔵 量　300㎥以上1,000㎥未満　（不活性ガスの場合は300㎥以上3,000㎥未満）

【具体的な支障事例】

　事業者は、第二種貯蔵所の届出に関する書類（A4紙ファイル１冊分）の作成が負担となっている。

【期待される効果】

　手続きの１本化による事業者負担の軽減

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

高圧ガス保安法におけるコールドエバポレータに係る第二種貯蔵所届出義務の廃止

提案団体 富山県

管理番号 65

根拠法令等

高圧ガス保安法第5条第2項第1号、第17条の2第1項、第60条

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

制度の所管･関係府省

経済産業省

通番27
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　本件にあっては、貯蔵量の多いコールドエバポレータであり、300m3以上の高圧ガスを貯蔵していること自

体がリスクであることから、帳簿の記載・保存を貯蔵所に求めるとともに、都道府県は、当該貯蔵所の適切な

管理をしていくことが必要である。このため、求める技術基準が第二種製造者と同じであることをもって第二

種貯蔵所の届出を不要とすることはできないが、届出に当たり重複する添付書類については、事務処理を軽

減する方向で検討したい。

各府省からの第１次回答
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経済産業省　第１次回答

求める措置の具体的内容

　現在、都道府県が持っている大規模小売店舗立地法に関する届出の事務処理と中心市街地の活性化に

関する法律の大規模小売店舗立地法の特例区域（特例１種、特例２種）の設定に関する事務処理や権限を

県から中核市に移譲してもらいたい

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障事例】 

今後、松山市の中央商店街で再開発に関する協議会を設立し、当市も協力して当該事業を進めていく予定

であり、その他の区域でも再開発の相談を受けている。

　再開発では、商業施設の建設は必要不可欠であり、中心市街地の活性化に関する法律（以下、法という。）

にある第一種特例区域、第二種特例区域の指定が有効であると考えているが、指定までには、①協議会を

設置して市が指定区域案を作成し、住民に対し説明会を行った上で、指定要請を県に提出し、②県が審議

会で意見を図る等している。

　法第37条６項等で都道府県等は、特例区域案の作成に当たって必要なときは公聴会等の住民等の意見を

反映させる措置を講じる旨記載されているが、県の方針で住民への説明会は市で行うとされており、説明会

を開いたうえで、県へ指定要請を行っているものである。現在、当市では3カ所が第2種特例区域となっている

が、要請した区域案と全て同じであり、効率が悪く、迅速に進めていきづらい。

　例えば、平成２６年度に第２種区域を指定要請した際には、要請から県の指定まで２か月強かかった（２月

24日要請→５月１日指定）が、当市に権限が移譲されていれば、協議会で県の審議会と同様の議論を行うな

ど工夫することで、１カ月短縮することができた。

【必要性・解消策】

　再開発と特例手続きを当市で一括して進めていくことで効率的な事業実施が可能であり、ひいてはコンパク

トシティの実現にもつながるため、特例区域の指定に係る権限を中核市に移譲してほしい。特例の実施は基

本計画にも記載し、同意を得ているのであるから、中核市で実施して問題ないものと考える。

　なお、その前提として、本則である大店法の届出等も中核市への移譲も併せて求める。

提案区分 Ａ　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

中心市街地活性化法における大規模小売店舗の立地に係る特例区域指定権限等の中核市への

移譲

提案団体 松山市

管理番号 123

根拠法令等

中心市街地の活性化に関する法律

第３７条、３８条、３９条、６５条

大規模小売店舗立地法第５条、６条、８条、９条等

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

制度の所管･関係府省

経済産業省

通番９
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　大規模小売店舗立地法（以下「大店立地法」という。）は、大店立地法第５条において、大規模小売店舗を

新設する者の届出先となる当該法の運用主体を、「ある程度広範な地域を鳥瞰し、場合によっては複数の他

の事例と比較しながら、影響の評価、対処方針の検討等を客観的に行い得る主体である事が必要である」と

する観点から、都道府県及び政令指定都市としている。

　中心市街地の活性化に関する法律（以下「中活法」という。）に規定される第一種特例区域及び第二種特例

区域は、中心市街地の全部又は一部について、大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市

街地の活性化を図ることが特に必要な区域であることから、大店立地法の特例を受けることができる区域と

して規定されている。

　この中活法に定める特例区域を設定する手続きについては、中心市街地に立地する大規模小売店舗が、

上述の大店立地法第５条に基づき大規模小売店舗を新設する場合と同様、当該大規模小売店舗が立地す

る市町村のみならず近隣市町村へ影響を及ぼすことが想定されるため、大店立地法の法益を保護する観点

から特例区域を定めることのできる主体として都道府県及び政令指定都市を規定しているところである。

　なお、地方分権の観点から、地方自治法第２５２条の１７の２により、都道府県知事があらかじめ市町村の

長に協議をし、条例を定めることにより、 都道府県の事務の一部を市町村に移譲することができることとなっ

ている。

　松山市におかれては、本規定に基づき、ご要望の中活法および大店立地法における権限移譲につき愛媛

県と協議して頂きたい（大店立地法上の権限についても、既に秋田市、宇都宮市等の一部の中核市を含む

市町に対し移譲されている状況にある。）。

　なお、地方自治法第２５２条の１７の２に基づき、大店立地法の権限についても市町村に移譲し得ることに

ついては、自治体と当省との間で定期的に意見交換等を行うブロック会議（全国６ブロックごとに、毎年１回

開催）等の場を通じて、周知していくこととしたい。

各府省からの第１次回答
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経済産業省　第１次回答

求める措置の具体的内容

特定計量器（質量計）定期検査周期（2年に１回）の規制緩和について

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【特定計量器（質量計）定期検査に係る規制緩和】

　特定計量器（質量計）は2年に1回の定期検査が義務付けられているが、当制度は度量衡法を前提とした

昭和26年当時から現在の計量法に至るまで継続されている。

　実際、本市では、4名の職員で年平均1，500台もの特定計量器の定期検査を行わなければならない状況で

ある。

　平成17年から製造・出荷されている計量器については、日本工業規格（JIS）に対応する製品となっており、

計量器の信頼性が高まっており、昭和26年当時とは状況は大きく異なっている。実際、本市では検査に不合

格になる特定計量器は、1％以下（うち全てが平成17年以前に製造の計量器）に留まっていることや、所有者

の管理意識が向上していることから適正計量は以前に比べ確保されていると考える。

　また、平成20年の計量制度検討小委員会でも製造技術の向上や、適性計量についての確認手段の充実

により必要最小限の規制対象とするとの記載があり、検査周期を4年に1回にするなどの規制緩和が必要で

はないかと考える。

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 その他

提案事項
（事項名）

特定計量器（質量計）定期検査の規制緩和

提案団体  郡山市、太子町、田川市

管理番号 76

根拠法令等

計量法第19条1項、第21条1項

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

制度の所管･関係府省

経済産業省

通番28
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　計量法の規制対象となる特定計量器の構造については、型式ごとに承認（型式承認）を受けることが可能

だが、非自動はかりの場合、計量性能が経年劣化するため、適正な取引又は証明を行うためには定期的に

計量誤差を確認する必要がある。加えて計量性能の劣化は、使用状況・条件（使用頻度、質量、環境等）に

よっても異なるため、個々の計量器毎に定期的に確認を行う必要があり、さらには型式承認後に不正な調整

が行われた非自動はかりを排除するためにも、２年に一度の定期検査を実施している。

　加えて、国際的な類似の制度においてもはかりの定期検査周期は１～２年程度となっている。

　また、定期検査の周期の妥当性については、実施主体である都道府県、特定市、指定定期検査機関の不

適合率も調査する必要がある。

各府省からの第１次回答
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経済産業省　第１次回答

求める措置の具体的内容

基準器検査規則第21条の二のハにより、有効期間が3年に定められているが、一級基準分銅の有効期間と

同様、5年と緩和していただきたい。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

　基準器（特級基準分銅）は基準器検査規則第21条の二のハにより、有効期間が3年に定められているが、

校正施設（産業技術総合研究所つくばセンター（※））への輸送等に多くの費用（搬送委託の場合は5万円程

度、直接持込の場合は6万5千円程度）が必要であること、検査期間も１～2ヶ月を要すること、また、輸送に

よる振動や損傷等のリスクがあること等、支障が生じている。

※平成26年４月から、大阪でも実施していた法定計量業務がつくばセンターに集約されたため、検査を受け

る際は、全都道府県のどの自治体であってもつくばセンターへ輸送や直接持込を行うこととなっている。

　加えて、特級基準分銅の使用頻度は、年間2回程度と少ない。

　経済産業省の計量制度検討小委員会の平成20年の報告書においても「取引又は証明における当事者同

士が計量に関する技術的知見を有していたり、ＪＣＳＳ35の校正証明書や民間による第三者認定・認証制度

など取引相手の正確計量についての確認手段が充実してきていることや、ハードウェアの性能が向上し、技

術的に正確な計量を損なう問題が発生する可能性が低いことを踏まえ、計量器毎の使用実態を見つつ、国

や地方公共団体の関与を真に必要なものにする」と記載されているとおり、手入れ等の管理を万全にしてい

れば、有効期間が延長されたとしても合格基準を満たす可能性が高い。実際に、岐阜市においては、これま

で不合格となった実績はなく、自治体の計量業務の適切な実施の観点から見ても、過度な規制ではないかと

考えられる。

　特級分銅に比べ使用頻度の高い一級基準分銅の有効期間は5年であることから、これと同様に有効期間

を5年に緩和していただきたい。

提案区分 Ｂ　地方に対する規制緩和 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

特級基準分銅の検査証印有効期間の延長

提案団体 岐阜市

管理番号 161

根拠法令等

計量法第104条第2項

基準器検査規則第21条の二のハ

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

制度の所管･関係府省

経済産業省

通番28
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   特級基準分銅は、基準分銅の中で最上位に位置づけられ、下位の分銅の精度確認及び精度の高いはか

りの精度確認に用いられるものであり、自治体内のすべての非自動はかりの定期検査において基準となる

分銅である。

　 分銅は、その使用頻度にもよるが質量が徐々に減少することが知られており、１級基準分銅よりもその許

容誤差（公差）が１／３以内と極めて高い精度が求められることから、１級基準分銅と同じ有効期間（５年）と

するのは適切ではない。

　また、同程度の分銅の校正周期は、日本の民間の校正制度である計量トレーサビリティ（JCSS）制度にお

いては３年、諸外国においては１～２年としていることから、現在の３年は妥当である。さらに、分銅は、古く

から金属の塊であり、技術進歩や使用頻度によって、その有効期間の延長の可否を検討する類のものでは

なく、３年程度でその精度確認を定期的に行うのが適切である。

  なお、基準器（特級基準分銅）については、すべての特定市において必ずしも保有しなければならないもの

ではないため、提案市において特級基準分銅の使用頻度が少なく、使用頻度に比して輸送コストの負担感

が生じているということであれば、県も含めた周辺自治体による基準器検査の協力体制を検討することも一

案。

各府省からの第１次回答
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経済産業省　第１次回答

求める措置の具体的内容

工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制定権限等の都道府県から町村への移譲

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

工場立地法に基づく特定工場の緑地面積率等に係る地域準則の条例制定権限については、都道府県から

市まで移譲されているが、企業立地促進法の特例が適用される場合を除き、町村には権限がない。

このため、周囲の環境と調和のとれる範囲で町村独自の企業支援施策を講じることができない状況にある。

工場の立地等産業の振興に取り組む町村が、地域の実情に応じた企業支援施策を展開するため、また、地

方分権を推進する観点から、都道府県から町村への権限の移譲を求める。

なお、昨年の提案募集で新潟県聖籠町からの提案に係るやり取りの際に経済産業省から「条例制定権限を

移譲する場合は、併せて必要不可欠」とされた経緯も踏まえ、工場立地法に係る事務（届出受理、審査、必

要な場合には勧告、変更命令、罰則適用）についても、併せて移譲を求める。

提案区分 Ａ　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則の条例制定権限等の町村への移譲

提案団体 全国町村会

管理番号 175

根拠法令等

工場立地法第４条の２、第６条、第７条、第８条、第９条、第10条等

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

制度の所管･関係府省

経済産業省

通番８
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　工場立地法の条例制定権限の移譲については、平成２２年に閣議決定された「地域主権戦略大綱」に基づ

く「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（第２

次一括法）において、市まで権限を移譲する改正を行ってきたところである。

　また、平成２６年の地方分権改革に関する提案募集においては、新潟県聖籠町から条例制定権限を町村

まで移譲すべきとの提案があったが、企業立地促進法に基づく基本計画において企業立地重点促進区域と

して工業団地等が位置付けられていれば、町村であっても条例を制定することができることから、現行法令

により対応可能としたところである。

　今回は全国町村会からの要望であり、全ての町村に条例制定権限を移譲すべきとの提案であり、町村に

おける行政規模、行政コスト、行政効率の観点も踏まえた上での提案であると考えられることから、提案の実

現に向けて必要な対応を検討することとしたい。

各府省からの第１次回答
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経済産業省　第１次回答

求める措置の具体的内容

工場立地法の緑地面積等に係る地域準則の条例制定権限及び届出等の権限を都道府県から町村へ移譲

する。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性】

企業立地促進法の基本計画へ位置付けがない区域において緑地率面積等の緩和を行う場合には、基本計

画への区域の位置付けを県に提案し、さらに、県において変更作業を行い、かつ経済産業大臣の協議・同意

を得た上でなければ、緑地面積率等緩和のための条例が制定できない。こうしたことから、企業ニーズに対

応した迅速な措置を講ずることが町村では困難となっている。

市と比較すると、スピード感に欠けることから、町村の条例制定権の拡大を求めるものである。

市の場合、周辺環境との調和をより向上させる必要がある区域については、工場立地法により緑地面積率

等を独自に設定することが可能であるが、町村の場合、現行制度では 緑地面積率等の独自設定は不可能

となっている。

現行制度では、工場立地法により、県が町村をカバーした条例を制定することも技術的に可能であるが、地

域の実情に応じたきめ細かな対応を行うためには、基礎自治体である町村の条例制定権の拡大が必要であ

る。

提案区分 Ａ　権限移譲 提案分野 産業振興

提案事項
（事項名）

工場立地法における緑地面積率等に係る地域準則の条例制定権及び届出等の事務の町村への

移譲

提案団体 栃木県

管理番号 106

根拠法令等

工場立地法第４条の２、第６条～第１０条

 平成２７年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

制度の所管･関係府省

経済産業省

通番８
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　工場立地法の条例制定権限の移譲については、平成２２年に閣議決定された「地域主権戦略大綱」に基づ

く「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（第２

次一括法）において、市まで権限を移譲する改正を行ってきたところである。

　また、平成２６年の地方分権改革に関する提案募集においては、新潟県聖籠町から条例制定権限を町村

まで移譲すべきとの提案があったが、企業立地促進法に基づく基本計画において企業立地重点促進区域と

して工業団地等が位置付けられていれば、町村であっても条例を制定することができることから、現行法令

により対応可能としたところである。

　今回は貴県とは別に全国町村会からも要望があり、全ての町村に条例制定権限を移譲すべきとの提案で

あり、町村における行政規模、行政コスト、行政効率の観点も踏まえた上での提案であると考えられることか

ら、提案の実現に向けて必要な対応を検討することとしたい。

各府省からの第１次回答
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